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令和２年３月 23 日

大阪府内保安関係団体 様

大阪府知事 吉村 洋文

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（依頼）

平素は、大阪府政へのご理解・ご協力をいただきお礼申し上げます。

これまで、新型コロナウイルス感染症への対応にご協力いただき、誠にありがとう

ございます。

３月 19日に、国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が開催され、現状分

析や、地方自治体や市民・事業者の皆様への提言を盛り込んだ「新型コロナウイルス

感染症対策の状況分析・提言」が示されました。これを踏まえ、３月 20日に開催さ

れた国の新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、安倍首相から、大規模イ

ベント等について慎重な対応を求めるメッセージが出されました。

また、本府でも、同日、第９回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、

３月 20日まで実施することとしていた、府主催（共催）イベントの休止や府有施設の

休館等の措置について、３月21日以降の対応を改めて協議しました。その結果、海外の

感染地域から関空を通じて多数の入国者がいること、国の専門家から、大阪府・兵庫県の

全域において、感染の急激な増加が既に始まっていると考えられるとの見解が示されたこ

と、上記国の専門家会議の状況分析として、大都市圏の方が爆発的な感染拡大を伴う大規

模流行が発生する可能性が高いと公表されたことから、府主催（共催）のイベントの延期・

中止、府有施設の休館等の措置について、４月３日まで継続することとしました。それ以

降の対応については、４月３日までに、今後の感染拡大の状況等を踏まえ、判断いたしま

す。

府内各団体・企業におかれましても、以上の趣旨をご理解いただき、できる限りの

対応について、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

あわせて、新型コロナウイルスの集団発生防止への協力を呼び掛けるチラシ「密を避け

て外出しましょう」を添付いたしますので、周知にご協力をお願いいたします。

今後も、府民の安全・安心の確保、感染の拡大防止に向けて、全力で対応してまい

りますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

別添１ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

    （令和２年３月 20日大阪府知事メッセージ）



別添２ 大阪府・兵庫県における緊急対策の提案（案）

   （令和２年３月 16日厚生労働省コロナ対策本部クラスター班の専門家作成）

別添３ 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

    「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020年３月19日）

（別添３－１ 抜粋（大規模イベント等の取扱いについて）、別添３－２ 全文）

別添４ イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ（令和２年３月20日（安倍総理））

別添５ 密を避けて外出しましょう（周知チラシ）

別添６ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（依頼）

     （令和２年２月 19日付け消保第 2372 号）
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令和 2年 3月 20日 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について 

 

大阪府知事 吉村 洋文 

 

 新型コロナウイルス感染症については、世界 150を超える国と地域で感染が拡大し、とり

わけ欧州での感染者が急増しています。国内においては、継続的に患者が増加し、最近は、

海外からの移入との関連が疑われる事例が急増しており、国内陽性例の約１割を占める状況

となっています。 

府内においては、大阪市内のライブハウスを中心とした患者クラスター（小規模な感染者

の集団）については、専門家の意見も聞きながら、各自治体等との連携による幅広い広報等

の取組を行った結果、３月 12 日以降、ライブハウス参加者における新たな発症者は出てお

らず、収束を迎えました。 

一方、感染源がわからない感染者も徐々に増えてきており、感染の拡大が懸念される状況

にあります。こうした中、国の専門家から、大阪府、兵庫県の全域において、感染源が不明

の症例が増加していることから、見えないクラスター連鎖が増加しつつあり、感染の急激な

増加が既に始まっていると考えられ、４月３日までに患者が 3,000人以上となる試算が示さ

れました。また、３月 19 日には、国の専門家会議の状況分析として「一部の地域では感染

拡大が見られ、今後地域において、感染源が分からない患者数が継続的に増加し、こうした

地域が全国に拡大すれば、どこかの地域を発端として、爆発的な感染拡大（オーバーシュー

ト）を伴う大規模流行につながりかねない」「その可能性は、人が密集し、都市としての人

の出入りが多い大都市圏の方がより高い」との公表がなされました。 

これを受け、府では、３月 20 日の対策本部会議において、現在、中止または延期の方針

としているイベント等や休館している施設は４月３日まで、府立学校における休業は４月７

日まで継続することを決定しました。なお、それ以降の対応については、４月３日までに、

今後の感染拡大の状況等を踏まえ、判断いたします。 

府民の皆様には、「換気の悪い密閉空間」「人が密集」「近距離での会話や発声が行われた」

という３つの条件が同時に重なる場を避けていただくとともに、大阪府、兵庫県の往来並び

に府県内の外出について、この三連休中、不要不急の場合は、控えていただくようお願いい

たします。また、２週間以内（３月５日から 19 日まで）に海外から帰国された府民の皆様

には、３月 20日から 22日までの３連休中、外出を控えていただき、その後２週間について

も健康状況に留意し、咳・発熱等の症状が出た場合については「新型コロナ受診相談センタ

ー（帰国者・接触者相談センター）」に相談いただきますようお願いいたします。 

あわせて、引き続き、こまめな手洗いや、咳エチケットなどの予防対策をしっかりとって

いただくとともに、発熱等の風邪症状が見られるときは外出を控え、体温を測定・記録して

ください。また、風邪の症状や 37.5℃前後の発熱が４日程度（高齢者や基礎疾患等のある方

は２日程度）続いている場合などは「新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談セ

ンター）」にご相談ください。 

府としては、引き続き、医療機関や大阪健康安全基盤研究所をはじめとする関係機関、政

令市や中核市等とも連携し、オール大阪で、感染拡大の防止に向けて、全力で取り組んでい

きます。 

別添１ 



2020年 3月 16日 

大阪府・兵庫県における緊急対策の提案（案） 

現状分析 

· 全国的に 2月 14日頃より感染者の増加が加速している。 

· 大阪府、兵庫県の全域において 

- 感染源不明（リンクなし）症例が感染世代(5日程度)毎に増加。 

- 1人が生み出す 2次感染者数の平均値が兵庫県で１を超えている。 

➡ 見えないクラスター連鎖が増加しつつあり、感染の急激な増加が 

既に始まっていると考えられる。 

 

- 試算では、19日までの間に患者    78人（うち重篤者   5人） 

次の 7日間（20～27日）に患者   586人（うち重篤者  3０+9人） 

次の 7日間（28～ 3日）に患者 3,374人（うち重篤者 227人） 

➡ 感染者報告数がこれから急速に増加し、来週には重症者への医療提供

が難しくなる可能性あり。 

 

必要な対策の方向性（案） 

· 社会的隔離により見えないクラスター連鎖を分断し、感染者の爆発的増大
の回避・抑制をはかる 

 

段階１ 警戒段階 

大阪府・兵庫県全域で、今後３週間の 

- 市民の感染対策の強化の呼びかけ 

（有症状者の自宅療養、３要素を避ける、手指衛生の徹底等） 

- 学校休校・イベント中止の呼びかけの継続 

- 大規模イベントの自粛の呼びかけ継続 

- 感染拡大リスクの高い（３要素を満たす）施設の使用自粛、集会の自
粛の呼びかける 

- 大阪府・兵庫県内外の不要不急な往来の自粛を呼びかける。 

 

段階２ 積極的介入段階 

- 全域の不要不急の外出自粛の要請（緊急事態宣言も考慮） 

- 施設の使用制限（緊急事態宣言も考慮） 

 

· 医療提供体制の確保 

- 重症者の医療提供体制・医療従事者の感染管理体制を早急に整備する 

  

3/18厚生労働省コロナ対策本部クラスター班の専門家

（北海道大学西浦教授等）が作成した資料として入手 

別添２ 



2020年 3月 16日 

図 感染源不明（リンクなし）症例が感染世代ごとに増加している 

· 新型コロナウイルス感染症の平均発病間隔は 4～5日間 

· 平均発病間隔程度の日数毎に感染源不明感染者が出現しており、その集積は世代ごとに増加傾向 

· コミュニティにおいて見えない感染の拡大が起きている可能性を示唆。 

· 1～2世代分放置すると爆発的に感染者数が増加するリスクが上昇 

 

 

 
大阪府（上）と兵庫県（下）におけるリンクのない感染者数の推移（左が報告日別、右が発病日別） 
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平均発病間隔(5日間)毎に 

感染源不明感染者数 

が増加 



2020年 3月 16日 

図 感染者報告数は急速に増加する 

· 欧州などでは、国レベルでの急速な感染者の増加が見られている。 

· 1つの地域で集中的に、指数関数的に増加することが特徴。２〜３日で新規患者数が倍増 

· 急速な増加が始まると、増加を認識してから 1週間以内に圏域内の医療体制に莫大な負荷。 

 
日本、イタリアやイランにおける流行と仮想的な予測 
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2020年 3月 16日 

図 兵庫県では実行再生産数が常に１を上回る 

 

大阪府では次第に１を下回る傾向（左図） 兵庫県では常に１を上回っている（右図） 

 

 
大阪（上）・兵庫（下）における実効再生産数（1人あたりが生み出す 2次感染者数の平均値） 

 
 

 

図 全国的に安定して指数関数的に増加しつつある 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020年３⽉19日）抜粋 
 
Ⅲ．提言等 
２．市⺠と事業者の皆様へ 
（９）大規模イベント等の取扱いについて 
２月26 日に政府が要請した、全国的な大規模イベント等の自粛の成果については、その
効果だけを取り出した「まん延防⽌」に対する定量的な効果測定をできる状況にはないと考
えていますが、専門家会議としては、以下のような観点から、引き続き、全国的な大規模イ
ベント等については、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められると思います。 
全国規模の大規模イベント等については、 
①多くの⼈が⼀堂に会するという集団感染リスクが想定され、この結果、地域の医療提供
体制に⼤きな影響を及ぼしかねないこと（例︓海外の宗教⾏事等） 
②イベント会場のみならず、その前後などに付随して人の密集が生じること 
（例︓札幌雪まつりのような屋外イベントでも、近辺で３つの条件が重なったことに伴う集
団感染が生じていること） 
③全国から人が集まることに伴う各地での拡散リスク、及び、それにより感染者が生じた場
合のクラスター対策の困難性 
（例︓⼤阪のライブハウス事案（16 都道府県に伝播）） 
④上記のリスクは屋内・屋外の別、あるいは、人数の規模には必ずしもよらないことなどの観
点から、⼤規模イベント等を通して集団感染が起こると全国的な感染拡⼤に繋がると懸念
されます。 
このため、地域における感染者の実情やその必要性等にかんがみて、主催者がどうしても、
開催する必要があると判断する際には以下①〜③などを⼗分注意して⾏っていただきた
い。 
しかし、そうしたリスクへの対応が整わない場合は、中止又は延期をしていただく必要があると
考えています。 
また仮にこうした対策を⾏えていた場合でも、その時点での流⾏状況に合わせて、急な中⽌
又は延期をしていただく備えも必要です。 
①⼈が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施、 
②密閉空間・密集場所・密接場面などクラスター（集団）感染発生リスクが高い状況の
回避、 
③感染が発⽣した場合の参加者への確実な連絡と⾏政機関による調査への協⼒ 
などへの対応を講ずることが求められます。 
（別添「多くの人が参加する場での感染対策のあり⽅の例」参照 

別添３－１ 



別添 【多くの⼈が参加する場での感染対策のあり⽅の例】 

１）⼈が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施 
○参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めない。 
○過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は参加しない。 
○感染拡大している地域や国への訪問歴が14 日以内にある方は参加しない。 
○体調不良の⽅が参加しないように、キャンセル代などについて配慮をする。 
○発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、接触感染のおそれのある場所や接触し
た可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を⾏う。 
○会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができるよ
うな場の確保。 
○主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭
き取りを定期的に⾏う。 
〇⾶沫感染等を防ぐための徹底した対策を⾏う（例えば、「⼿が届く範囲以上の距離を保
つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面は
マスクを着用させる」など） 
２）クラスター（集団）感染発生リスクの高い状況の回避 
○換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的
に外気を取り入れる換気を実施する。 
○人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間
差を設けるなど動線を工夫する。 
○大きな発声をさせない環境づくり（声援などは控える） 
〇共有物の適正な管理⼜は消毒の徹底等 
３）感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と⾏政機関による調査への協⼒ 
○人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連
絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保
する。 
○参加した個⼈は、保健所などの聞き取りに協⼒する、また濃厚接触者となった場合に
は、接触してから２週間を⽬安に⾃宅待機の要請が⾏われる可能性がある。 
４）その他 
○食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供する
等の工夫をする。 
○終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。 
※ 上記は例であり、様々な⼯夫が考えられる。 









































  

イベントの開催に関する国⺠の皆様へのメッセージ 

令和２年３⽉ 20⽇（安倍総理） 

（厚⽣労働省 HPより） 

昨日、専門家会議が開催され、国内の感染状況や、これまで講じてきた感染拡大防止の取組の効果に

ついて、専門家の方々から分析を頂き、併せて提言を頂きました。 

 まず、国内の感染状況については、爆発的な感染拡大には進んでおらず、引き続き、持ちこたえてい

るものの、都市部を中⼼に感染者が少しずつ増えているなど、⼀部の地域で感染拡⼤が⾒られるとの分

析がありました。 

 ⼀⽅、北海道においては、緊急事態宣⾔を契機とした道⺠の⽅々のいち早い取組により、感染者の急

激な増加を避けることができており、北海道以外の地域においても、⼤規模イベント等の⾃粛や学校の

休校、時差出勤への御協⼒など、その内訳までは分からない部分はあるものの、国⺠の皆様の⼀連の適

切な⾏動により、新規感染者数の若⼲の減少が⾒られ、効果があったとされています。 

 その上で、今後の⾒通しとしては、これまでの努⼒を続けなければ、クラスターの⼤規模化や感染の

連鎖、さらには全国のどこかの地域で患者の急激な増加、いわゆるオーバーシュートが生じる可能性が

指摘されています。 

 こうした専⾨家の⾒解を踏まえ、政府としては、感染の連鎖を断ち切るためのクラスター対策の抜本

的な強化、感染者の急増に備え、重症者への医療に重点を置く医療提供体制の整備に全⼒を挙げて取り

組んでまいります。 

 国⺠の皆様におかれましては、換気が悪く、多くの⼈が密集し、近距離での会話や発声が⾏われると

いう３つの条件が同時に重なるような場を避ける⾏動を、引き続きお願いいたします。 

 その上で、これまで、政府の要請を受けて臨時休校に取り組んでいただいた学校については、今回の

専門家会議の分析・提言を踏まえて、新学期を迎える学校の再開に向けて、具体的な方針を、できる限

り早急に⽂部科学省において取りまとめてください。 

 また、全国規模の大規模イベント等の開催については、中止、延期、規模縮小等の検討をお願いして

きたところですが、今回、専門家会議から大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重

な対応が求められるとの⾒解が⽰されたことから、今後は、主催者がこれを踏まえた判断を⾏う場合に

は、感染対策のあり⽅の例も参考にしてください。引き続き、感染拡⼤の防⽌に⼗分留意してくださ

い。 

 社会・経済への影響を最⼩限としつつも、国⺠の皆様の命と健康を守ることを第⼀に、感染拡⼤の防

⽌に向けた取組を更に徹底してまいりますので、御協⼒をよろしくお願いします。 
 

別添４ 
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令和２年２月 19 日

大阪府内保安関係団体 各位

大阪府知事 吉村 洋文

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（依頼）

平素は、大阪府政へのご理解・ご協力をいただきお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、府では「大阪府新型コロナウ

イルス対策本部」を設置し、関係部局で情報を共有するとともに、医療機関や関係機

関と連携し、感染拡大の防止に向けて取組を進めているところです。

さて、今般の国内の感染状況を踏まえ、このたび大阪府では、感染拡大防止に向け

た対策として、別添の方針を決定いたしました。

府内各団体・企業におかれましても、府の方針の趣旨をご理解いただき、できる限

りの対応について、ご協力いただきますよう、お願いします。

また、手洗いの励行や咳エチケットの徹底など、職場や施設等における感染拡大防

止策を引き続きとっていただくとともに、発熱等の風邪の症状が見られるときの休暇

の徹底などについてもよろしくお願いいたします。

さらに、症状が疑われる場合に府民にお問合せいただく「帰国者・接触者相談セン

ター」につきまして、貴団体などへの周知啓発をお願いしたく、併せてお願い申し上

げます。

今後も、府民の安全・安心の確保、感染の拡大防止に向けて、全力で対応してまい

りますので引き続きご協力をお願いいたします。

別添１ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について（府方針）

別添２ 新型コロナウイルスを防ぐには（周知チラシ）

問い合わせ先 代表 06-6941-0351

本通知について

危機管理室消防保安課 水間、原野（内線 4883）

上記方針について

健康医療総務課 樫内、岡田（内線 7624,7625）

感染症に関する専門的な内容について

医療対策課 河原、山地、瀧井（内線 2593,2594）

時差出勤に関する府の対応について

企画厚生課 中尾、田崎（内線 2132）



令和 2年 2月 18 日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について

大阪府知事 吉村 洋文

新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、1月 24日に、私を本部長とす

る「大阪府新型コロナウイルス対策本部」を設置し、関係部局で情報を共有するとと

もに、医療機関や関係機関と連携し、感染拡大の防止に向けて、全力で取り組んでい

るところです。

府内で確認された感染者は 2 月 18 日現在で１名ですが、全国では多数の症例が報

告されており、中国への渡航歴や接触歴を持たない感染が疑われる事案も発生してい

ます。また、横浜港のクルーズ客船においては、2月 17日現在で、延べ 1,723 名のウ

イルス検査が行われ 454 名の陽性者が確認されております。そのうち、無症状病原体

保有者も 189 名含まれております。

2月 16 日に開催された、国の第 1回の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で

は、国内の発生状況について、「国内発生早期ではあるものの、感染経路を特定でき

ない可能性のある症例が複数認められる状況」とされており、同会議においては、感

染の拡大を防ぐためには、人が多い場所に出かけることを自粛したり、不要不急の外

出を控えるべきだとの意見も出されています。

こういった状況を踏まえますと、とりわけ、大都市である大阪府では、急激な感染

拡大のリスクに備える必要があります。今後、市中での感染拡大に備え、発生数の急

激な増加を抑制することや、重症化しやすい高齢者や基礎疾患（糖尿病や心不全等）

のある方への感染をできる限り減らすことが重要となってきます。

そのためには、一定期間、府民のみなさまが不要不急の外出を控えたり、多数の人

が濃厚接触する機会を思い切って減らす必要があります。

そこで、本日開催した、「第 5 回大阪府新型コロナウイルス対策本部」において、

以下の方針を決定いたしました。

府民のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。

また、府内市町村や事業者のみなさまにおかれましても、府の方針の趣旨をご理解



いただき、できる限りの対応について、ご協力いただきますよう、お願いします。

＜大阪府における方針＞

当面、1か月間（3月 20日まで）は、以下のとおりとする。

① 府主催の府民が参加するイベントや集会を原則、開催中止又は延期する。

ただし、学校の卒業式や入学試験などは感染予防に配慮のうえで実施する。ま

た、免許の更新講習など年度内に開催が必要なもの等は、個別に判断する。

② 期間限定で 10 時出勤を追加し、府職員の時差出勤を拡大する。（開始・終了日は今

後調整）


